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＜報告書の構成＞ 

 

 

１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 

 

２．消費税の転嫁状況（従業員規模別）の時系列推移 

 

３．消費税の転嫁状況（業種 7分類別）の時系列推移 

 

４．免税事業者との取引の時系列推移 

 

５．参考資料 
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＜調査概要＞ 

 

■調査手法 ： 書面郵送調査 

 

■調査時期 ： 令和 4年 7月、令和 4年 11月（計 2回） 

 

■対象事業者数 ： 各月 4０，０００者 

● 株式会社東京商工リサーチに登録されている事業者を対象に実施 

● 総務省「平成２８年経済センサス」における、従業員規模分布、業種分布に基づき、無作為抽出 

 

■備考 

● 各集計ごとに、無回答は除外して集計 

● 設問４（業種）が無回答の場合、調査 ID を基に、株式会社東京商工リサーチに登録されている業種分類を代入 
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回収状況の推移 
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

「全て転嫁できている」と回答した事業者は、7月調査、11月調査ともに93％を超えている。 

（7月調査93.7%、11月調査93.1％） 
 

 

 

 

 

問 8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB 取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は 1 つ】 

N数 8,7129,507
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全て転嫁できている
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁できた理由 

7月調査、11月調査ともに、「以前より、取引先において、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる、という理解が定着してい

るため」と回答した事業者が最も多く、次いで「消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため」が

続いている。7月調査と11月調査とを比べて、転嫁できた理由の傾向に大きな変動はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税転嫁対策特別措置法により 税転嫁拒否行為が禁止されている

本体価格と消 税 を分 る により 交 し く たため

取引先の業界の景気が く、 引先が消費税率引上げ分の上乗せを受け入れ れやすい環境にあるため

自社 品のブランド・競争力 強く 決定権が自社にあるため

問 9．問 8 で「1.全て転嫁できている」と回答した方にお聞きします。 

どういった理由により、転嫁ができたと考えますか。当てはまるものが複数の場合は、上位 2 つまで選択してください。【○は 2 つまで】 

N数 8,809 8,022

57.4% 57.9%

30.8% 30.1%

17.3% 18.4%
7.2% 7.0%
5.8% 5.9%
4.4% 4.7%

0％

20％

40％

60％

80％

7月 11月

以前より、取引先において、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる、という理解が定着しているため

消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため

本体価格と消費税額を分けることにより、交渉しやすくなったため

取引先の業界の景気が良く、取引先が消費税率引上げ分の上乗せを受け入れてくれやすい環境にあるた
め
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁できていない理由 

7月調査、11月調査ともに、「自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるた

め」と回答した事業者が最も多く、次いで「取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕が

ないと考えられるため」が続いている。 
 

 

 

 

 N数 393 398

35.9%
37.9%

30.8%
28.6%

18.1%

20.4%

12.0% 11.1%

24.4% 24.1%

0％

20％

40％

7月 11月

自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため

取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕がないと考えられるため

自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため

取引先において、消費税転嫁対策特別措置法の趣旨を理解していないなど、消費税率引上げ分を上乗せするという意識がそもそも欠如し
ているため
その他

問 10．問 8 で「2.一部転嫁できている」「3.全く転嫁できていない」と回答した方にお聞きします。 

転嫁できていない理由は何と考えますか。当てはまるものが複数の場合は、上位 2 つまで選択してください。【○は 2 つまで】 
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 取引先との協議 

7月調査、11月調査ともに、「協議はなかった」と回答した事業者が最も多く、それぞれ60.6％、65.0％と6割を超えてい

る。次いで「協議はあったが不十分だった」が続き、「協議があった」は17％台となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11．問 8 で「2.一部転嫁できている」「3.全く転嫁できていない」と回答した方にお聞きします。 

取引先と協議はありましたか。【○は１つ】 

 

N数 348 357

17.8％ 17.1％

21.6％
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80％
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協議があった 協議はあったが不十分だった 協議はなかった
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁についての合意 

7月調査、11月調査ともに、「納得できないが、仕事を継続したいため、やむなく受け入れている」と回答した事業者が最も

多いが、11月調査は7月調査と比べて4.3ポイント減少している。次いで「納得して合意している」が35%～40%の間で

推移し、「納得できていない」は8％台となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12．問 8 で「2.一部転嫁できている」「3.全く転嫁できていない」と回答した方にお聞きします。 

これらに該当する取引において、価格について納得して合意しましたか。【○は１つ】 

N数 361 362

35.7％

39.8％

56.0％
51.7％

8.3％ 8.6％

0％

20％
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納得して合意している 納得できないが、仕事を継続したいため、やむなく受け入れている 納得できていない
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１．消費税の転嫁状況（全体）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 取引先から受けた転嫁拒否行為  

7月調査では「価格の交渉時に、消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せしないとされた」と回答した事業者が最も

多く、一方11月調査では「本体価格での交渉に応じてもらえなかった」が最も多くなっている。この2項目が7月調査、11月

調査ともに上位2位までを占めている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13．問8で「2.一部転嫁できている」「3.全く転嫁できていない」と回答した方にお聞きします。 

取引先から以下の行為を受けたことがありますか。【○はいくつでも】 

N数 186 176

41.9％

37.5％

17.2％

20.5％

9.1％

4.5％

38.2％

46.6％

0％

20％

40％

60％

7月 11月

価格の交渉時に、消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せしないとされた

代金の支払い時に、消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せしないとされた

取引先から、消費税率引上げ分を上乗せする代わりに商品を購入するよう又はサービスを利用するよう求められた

本体価格での交渉に応じてもらえなかった
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２．消費税の転嫁状況（従業員規模別）の時系列推移 
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２．消費税の転嫁状況（従業員規模別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況  

 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： N数 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 11月

 5人以下 5,081 4,534

 6～20人 2,763 2,626

 21～50人 1,007 910

 51～100人 369 352

 101～300人 182 197

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 
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２．消費税の転嫁状況（従業員規模別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： 全て転嫁できている 

「101～300人」のカテゴリについては、変動幅が3.1ポイントと他のカテゴリと比べてやや大きい傾向がみられるが、他では1

ポイント未満でほぼ横ばいで推移している。全てのカテゴリで9割を超えている。 
 

 

 

 

 

 

 

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 

93.3％ 92.7％

94.3％

93.6％
94.0％ 93.7％

94.0％
94.0％

94.5％

91.4％

85％

90％

95％

100％

7月 11月

5人以下 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人



Copyright(C) Tokyo Shoko Research,LTD.All rights reserved                                                                                                   14 

２．消費税の転嫁状況（従業員規模別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： 一部転嫁できている 

「101～300人」のカテゴリについては、変動幅が1.9ポイントと他のカテゴリと比べてやや大きい傾向がみられるが、他では1

ポイント未満でほぼ横ばいで推移している。規模による顕著な違いはみられない。 
 

 

 

 

 

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 

3.4％ 3.5％

2.8％
3.0％

3.1％

2.3％2.2％

2.6％2.2％

4.1％

0％
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7月 11月
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２．消費税の転嫁状況（従業員規模別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： 全く転嫁できていない 

7月調査と11月調査とを比べて、全てのカテゴリで変動幅が小さく、ほぼ横ばいで推移している。規模による顕著な違いは

みられない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 

1.3%

1.8%1.4%

1.4%1.2%

1.5%

0.8% 0.9%

1.1% 1.0%

0％
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7月 11月

5人以下 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人
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３．消費税の転嫁状況（業種 7分類別）の時系列推移 
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３．消費税の転嫁状況（業種7分類別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： N数 

 

 

 

 

 

7月 11月

 製造業 1,380 1,226

 建設業 1,196 1,120

 運輸業、郵便業 239 225

 卸売業 853 808

 小売業 1,198 1,057

 サービス業 3,524 3,242

 その他 1,117 1,034

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 
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３．消費税の転嫁状況（業種7分類別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： 全て転嫁できている 

「その他」を除いた全ての業種で7月調査、11調査ともに9割を超えている。中でも「運輸業、郵便業」と「卸売業」の7月調査は

98％を超えて特に高くなっている。「製造業」と「建設業」は97％前後、「小売業」は94％台、「サービス業」は90％となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 
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98.2%

96.8%

94.2% 94.2%
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３．消費税の転嫁状況（業種7分類別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： 一部転嫁できている 

全ての業種で変動幅が1ポイント以内であり、大きな変動はみられない。「小売業」と「サービス業」で4％前後とやや高く、これ

以外の業種は2.5％を下回っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 
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2.2%

1.3%

0.4%
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2.0%

4.3%
4.0%
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３．消費税の転嫁状況（業種7分類別）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 

事業者間取引（BtoB取引） 価格転嫁の状況 ： 全く転嫁できてない 

「サービス業」のみ7月調査、11月調査ともに2％を超えている。「その他」を除いた他の業種は回答者数が少なく、参考程

度となるがほぼ0％台となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問8．消費税率引上げに伴い、貴社では事業者間取引（BtoB取引）事業全体として価格転嫁できましたか。【○は1つ】 

0.7%
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0.3%0.0%
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0.7%0.4%
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４．免税事業者との取引の時系列推移 
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４．免税事業者との取引の時系列推移 ：インボイス制度の認知度 

「知っている」は7月調査の43.8％から11月調査では59.5％と15.7ポイント認知度が上昇している。「部分的には知って

いる」は22％台で横ばいで推移し、「知らない」は7月調査の14.6％から11月調査では5.6％と9.1ポイント低下してい

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問14．貴社はインボイス制度について知っていますか。【○は1つ】 

N数 10,438 9,640

43.8％

59.5％

22.4％

22.6％

19.1％

12.3％
14.6％

5.6％
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40%
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80%

100%
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名前は聞いたことがある 知らない
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４．免税事業者との取引の時系列推移 ：免税事業者との取引有無 

「ある」と回答した事業者が7月調査では23.7％、11月調査では31.5％となっている。「ない」と回答した事業者は7月調

査では54.4％、11月調査では45.6％となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問15．貴社が課税事業者（簡易課税事業者含む）の場合において、免税事業者との取引はありますか。【○は1つ】 

N数 8,592 8,028

23.7％
31.5％

54.4％
45.6％

21.9％ 22.9％

0%

20%

40%

60%

80%

100%

7月 11月

ある ない 不明
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４．免税事業者との取引の時系列推移 ：インボイス制度導入後の対応 

「条件を変えずに取引を続ける」が7月調査では30.0％、11月調査では33.8％と3割以上となっている。一方で「まだ考え

ていない」と回答した事業者が7月調査では32.0％、11月調査では28.9％と3.1ポイント低下したものの、まだ3割弱の

事業者は態度を保留している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問16．問15で「1.ある」と回答した方にお聞きします。 

  インボイス制度が始まると、貴社が仕入れを行う際に「仕入税額控除」を利用するには、適格請求書発行事業者（免税事業者は発行不可）から仕入れを行

う必要があります。貴社がこれまで免税事業者から仕入れを行っていた取引においては、これまで全額控除できていたところ、移行期間（3年間8割控除

可、更に3年間5割控除可）に移ります。貴社はどのように対応される予定でしょうか。【○はいくつでも】 

N数 2,030 2,523

32.0%

28.9%30.0%

33.8%

25.7% 25.4%

16.8% 17.6%

11.7% 12.6%

4.6% 5.2%
0％

20％

40％

60％

7月 11月

まだ考えていない

条件を変えずに取引を続ける

免税事業者に対して、簡易課税事業者への転換を求める

これまでの取引価格を変更できないか検討する

課税事業者（適格請求書発行事業者）に仕入先を変更する

その他
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５．参考資料 
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５．参考資料 

調査票 １／４ 
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５．参考資料 

調査票 ２／４ 
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５．参考資料 

調査票 ３／４ 
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５．参考資料 

調査票 ４／４ 
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５．参考資料 

業種分類の対応関係 

 
  

業種7分類 業種21分類 業種99分類

37 通信業

38 放送業

39 情報サービス業

40 インターネット附随サービス業

41 映像・音声・文字情報制作業

71 学術・開発研究機関

72 専門サービス業（他に分類されないもの）

73 広告業

74 技術サービス業（他に分類されないもの）

75 宿泊業

76 飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

78 洗濯・理容・美容・浴場業

79 その他の生活関連サービス業

80 娯楽業

81 学校教育

82 その他の教育，学習支援業

83 医療業

84 保健衛生

85 社会保険・社会福祉・介護事業

86 郵便局

87 協同組合（他に分類されないもの）

88 廃棄物処理業

89 自動車整備業

90 機械等修理業（別掲を除く）

91 職業紹介・労働者派遣業

92 その他の事業サービス業

93 政治・経済・文化団体

94 宗教

95 その他のサービス業

96 外国公務

1 農業

2 林業

3 漁業（水産養殖業を除く）

4 水産養殖業

3 鉱業，採石業，砂利採取業 5 鉱業，採石業，砂利採取業

33 電気業

34 ガス業

35 熱供給業

36 水道業

62 銀行業

63 協同組織金融業

64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関
65 金融商品取引業，商品先物取引業

66 補助的金融業等

67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

68 不動産取引業

69 不動産賃貸業・管理業

70 物品賃貸業

公務 97 国家公務

（他に分類されるものを除く） 98 地方公務

21 分類不能の産業 99 分類不能の産業

12 不動産業，物品賃貸業

20

7 その他

1 農業，林業

2 漁業

6 電気・ガス・熱供給・水道業

11 金融業，保険業

17 医療，福祉

18 複合サービス事業

19 サービス業（他に分類されないもの）

6 サービス業

7 情報通信業

13 学術研究，専門・技術サービス業

14 宿泊業，飲食サービス業

15 生活関連サービス業，娯楽業

16 教育，学習支援業

業種7分類 業種21分類 業種99分類
9 食品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業
11 繊維工業
12 木材・木製品製造業（家具を除く）
13 家具・装備品製造業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業
15 印刷・同関連業
16 化学工業
17 石油製品・石炭製品製造業
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く）
19 ゴム製品製造業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業
22 鉄鋼業
23 非鉄金属製造業
24 金属製品製造業
25 はん用機械器具製造業
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業
30 情報通信機械器具製造業
31 輸送用機械器具製造業
32 その他の製造業
6 総合工事業
7 職別工事業（設備工事業を除く）
8 設備工事業

42 鉄道業
43 道路旅客運送業
44 道路貨物運送業
45 水運業
46 航空運輸業
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業
49 郵便業（信書便事業を含む）
50 各種商品卸売業
51 繊維・衣服等卸売業
52 飲食料品卸売業
53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
54 機械器具卸売業
55 その他の卸売業
56 各種商品小売業
57 織物・衣服・身の回り品小売業
58 飲食料品小売業
59 機械器具小売業
60 その他の小売業
61 無店舗小売業

1 製造業 5 製造業

2 建設業 4 建設業

3 運輸業，郵便業 8 運輸業，郵便業

4 卸売業 9 卸売業

5 小売業 10 小売業
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５．参考資料 

回答事業者の属性 

 

問 5.主力商品・サービスの形態【SA】 ※集計対象は、問 2 で「1．個人事業者」、かつ問 6 で「1．免税事業者」と回答した企業。 

 

 

 

＜全体＞ 上段＝回答数、下段＝構成比（％）

回答件数 計

中間財（販売先の企業が
製品の原材料（部品、梱包
材を含む）や燃料として使

用するもの）

資本財（販売先の企業が
自社の設備として設置する

機械等）

最終消費財（消費者への
製品）

事業者・企業への商品・
サービスの提供

消費者への商品・サービス
の提供

491 5 1 17 89 379
100.0 1.0 0.2 3.5 18.1 77.2

＜業種7分類別（問4）＞ 上段＝回答数、下段＝構成比（％）

回答件数 計

中間財（販売先の企業が
製品の原材料（部品、梱包
材を含む）や燃料として使

用するもの）

資本財（販売先の企業が
自社の設備として設置する

機械等）

最終消費財（消費者への
製品）

事業者・企業への商品・
サービスの提供

消費者への商品・サービス
の提供

23 5 1 17 - -
100.0 21.7 4.3 73.9 - -

25 - - - 9 16
100.0 - - - 36.0 64.0

2 - - - 2 0
100.0 - - - 100.0 0.0

9 - - - 6 3
100.0 - - - 66.7 33.3

137 - - - 4 133
100.0 - - - 2.9 97.1

241 - - - 59 182
100.0 - - - 24.5 75.5

54 - - - 9 45
100.0 - - - 16.7 83.3

その他

製造業

全体

建設業

運輸業、郵便業

卸売業

小売業

サービス業
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５．参考資料 

価格転嫁の状況（平成 26 年 4月～令和 4年 11月）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引） 
 

 

事業者間取引（ＢtoＢ）

全て転嫁できている 全く転嫁できていない

調査時期
回答事業
者数（者）

回収率
（％）

当月（％） 前年同月比
（pt）

前月比（pt） 当月（％） 前年同月比
（pt）

前月比（pt）

平成26年4月調査 9,425 23.6 79.0 - - 3.8 - -
平成26年5月調査 9,620 24.1 80.0 - 1.0 4.0 - 0.2
平成26年6月調査 9,655 24.1 82.2 - 2.2 3.6 - ▲ 0.4
平成26年7月調査 9,667 24.2 83.4 - 1.2 4.0 - 0.4
平成26年8月調査 9,644 24.1 83.3 - ▲ 0.1 3.8 - ▲ 0.2
平成26年9月調査 9,775 24.4 82.7 - ▲ 0.6 4.3 - 0.5
平成26年10月調査 9,691 24.2 82.2 - ▲ 0.5 3.9 - ▲ 0.4
平成26年11月調査 9,666 24.2 82.7 - 0.5 4.2 - 0.3
平成26年12月調査 9,850 24.6 83.2 - 0.5 3.9 - ▲ 0.3
平成27年1月調査 10,507 26.2 83.4 - 0.2 3.5 - ▲ 0.4
平成27年2月調査 10,105 25.3 85.1 - 1.7 3.2 - ▲ 0.3
平成27年3月調査 9,813 24.5 85.3 - 0.2 3.2 - 0.0
平成27年4月調査 10,221 25.6 85.5 6.5 0.2 3.7 ▲ 0.1 0.5
平成27年5月調査 10,162 25.4 85.9 5.9 0.4 3.6 ▲ 0.4 ▲ 0.1
平成27年6月調査 9,822 24.6 84.4 2.2 ▲ 1.5 3.8 0.2 0.2
平成27年7月調査 10,118 25.3 85.5 2.1 1.1 3.6 ▲ 0.4 ▲ 0.2
平成27年8月調査 9,095 22.7 85.8 2.5 0.3 3.5 ▲ 0.3 ▲ 0.1
平成27年9月調査 9,123 22.8 85.8 3.1 0.0 3.6 ▲ 0.7 0.1
平成27年10月調査 9,798 24.5 84.9 2.7 ▲ 0.9 4.0 0.1 0.4
平成27年11月調査 10,165 25.4 85.1 2.4 0.2 4.0 ▲ 0.2 0.0
平成27年12月調査 9,038 22.6 84.7 1.5 ▲ 0.4 3.9 0.0 ▲ 0.1
平成28年1月調査 8,518 21.3 85.8 2.4 1.1 3.4 ▲ 0.1 ▲ 0.5
平成28年2月調査 8,831 22.1 85.9 0.8 0.1 3.4 0.2 0.0
平成28年3月調査 9,215 23.0 84.8 ▲ 0.5 ▲ 1.1 3.5 0.3 0.1
平成28年4月調査 10,626 26.6 83.4 ▲ 2.1 ▲ 1.4 3.8 0.1 0.3
平成28年5月調査 9,691 24.2 84.7 ▲ 1.2 1.3 3.9 0.3 0.1
平成28年6月調査 10,702 26.8 83.0 ▲ 1.4 ▲ 1.7 4.0 0.2 0.1
平成28年7月調査 10,712 26.8 83.9 ▲ 1.6 0.9 3.7 0.1 ▲ 0.3
平成28年8月調査 10,000 25.0 84.2 ▲ 1.6 0.3 3.7 0.2 0.0
平成28年9月調査 9,579 23.9 85.7 ▲ 0.1 1.5 3.3 ▲ 0.3 ▲ 0.4
平成28年10月調査 9,936 24.8 84.1 ▲ 0.8 ▲ 1.6 3.6 ▲ 0.4 0.3
平成28年11月調査 9,085 22.7 85.5 0.4 1.4 3.0 ▲ 1.0 ▲ 0.6
平成28年12月調査 8,699 21.7 84.7 0.0 ▲ 0.8 3.9 0.0 0.9
平成29年1月調査 8,499 21.2 84.8 ▲ 1.0 0.1 3.1 ▲ 0.3 ▲ 0.8
平成29年2月調査 8,450 21.1 86.5 0.6 1.7 2.9 ▲ 0.5 ▲ 0.2
平成29年3月調査 8,318 20.8 85.6 0.8 ▲ 0.9 3.0 ▲ 0.5 0.1
平成29年5月調査 9,052 22.6 88.6 5.2 3.0 1.9 ▲ 1.9 ▲ 1.1
平成29年6月調査 8,830 22.1 88.9 4.2 0.3 2.3 ▲ 1.6 0.4
平成29年8月調査 8,480 21.2 89.4 6.4 0.5 1.6 ▲ 2.4 ▲ 0.7
平成29年10月調査 8,537 21.3 89.2 5.3 ▲ 0.2 2.3 ▲ 1.4 0.7
平成29年12月調査 8,209 20.5 88.3 4.1 ▲ 0.9 2.1 ▲ 1.6 ▲ 0.2
平成30年2月調査 8,741 21.9 88.1 2.4 ▲ 0.2 2.0 ▲ 1.3 ▲ 0.1
平成30年5月調査 8,855 22.1 88.3 ▲ 0.3 0.2 2.1 0.2 0.1
平成30年6月調査 9,029 22.6 88.3 ▲ 0.6 0.0 2.0 ▲ 0.3 ▲ 0.1
平成30年8月調査 8,592 21.5 88.2 ▲ 1.2 ▲ 0.1 2.4 0.8 0.4
平成30年10月調査 8,219 20.5 89.3 0.1 1.1 2.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2
平成30年12月調査 8,929 22.3 87.3 ▲ 1.0 ▲ 2.0 2.4 0.3 0.2
平成31年2月調査 8,897 22.2 88.1 0.0 0.8 2.2 0.2 ▲ 0.2
令和元年6月調査 19,107 23.9 86.6 - ▲ 1.5 2.5 - 0.3
令和元年9月調査 16,829 21.0 86.9 - 0.3 2.3 - ▲ 0.2
令和元年11月調査 17,699 22.1 88.1 - 1.2 1.8 - ▲ 0.5
令和2年2月調査 19,764 24.7 88.5 - 0.4 1.8 - 0.0
令和2年7月調査 10,223 25.6 90.3 3.7 1.8 1.4 ▲ 1.1 ▲ 0.4
令和2年9月調査 10,461 26.2 88.4 1.5 ▲ 1.9 1.8 ▲ 0.5 0.4
令和2年12月調査 8,778 21.9 89.8 1.7 1.4 1.5 ▲ 0.3 ▲ 0.3
令和3年2月調査 8,906 22.3 90.5 2.0 0.7 1.4 ▲ 0.4 ▲ 0.1
令和3年6月調査 11,353 28.4 89.4 ▲ 0.9 ▲ 1.1 1.7 0.3 0.3
令和3年10月調査 10,328 25.8 88.6 0.2 ▲ 0.8 1.8 0.0 0.1
令和4年2月調査 9,799 24.5 87.9 ▲ 2.6 ▲ 0.7 2.2 0.8 0.4
令和4年7月調査 10,728 26.8 93.7 4.3 5.8 1.3 ▲ 0.4 ▲ 0.9
令和4年11月調査 9,832 24.6 93.1 4.5 ▲ 0.6 1.6 ▲ 0.2 0.3
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５．参考資料 

価格転嫁の状況（平成 26年 4月～令和 4年 11月）の時系列推移 ： 事業者間取引（BtoB取引）全て転嫁できている 
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